
①利用者支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【子育て支援課】

 子ども及びその保護者等、または妊娠している方の身近な場所で、教育・保育・保健施設や地域の子育て支援事業等の情報の提供及び必要に応じ相

談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業です。

　また、利用者の支援に際しては、利用者の視点に立った寄り添う支援を行い、子育て家庭の不安感や負担感を軽減する役割が期待されています。

　各市町村の子育て支援の相談窓口の

機能強化を図るとともに、地域の子育て

支援のニーズや利用状況に応じて事業

実施に向けた検討を促します。

事業の概要

評価・課題、今後の取組み（C・A)実施状況（D) （Ｒ５年１月末現在）計画期間内（Ｒ２～Ｒ６）に目指す姿（P)
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◎母子保健型の設置

【令和４年度における具体的な目標値】
　　　全市町村34か所
　　　（R４年度：全市町村）

【令和６年度目標値】
　　　全市町村
　　　（高知市は複数設置）

◆基本型・特定型の実施

○実施状況：基本型３か所（南国市、香南市、四万十市）
　　　　　　　　特定型１か所（高知市）
　　　　　　
○子育て支援員専門研修（利用者支援事業）修了者
　　　　　　　（基本型・特定型）７名
　　　　　　　（基本型）　４名

○地域子育て支援センター（地域子育て支援拠点）に
「利用者支援事業（基本型）」の専任職員を新たに配置
する市町村への支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆母子保健型（子育て世代包括支援センター）の設置　

○設置状況：全市町村３７ヵ所（高知市4ヶ所）

                　※補助金活用　１２市町村

○子育て世代包括支援センターの機能強化

　　・子育て世代包括支援センター連絡調整会議の開催

　　　（24/34市町村等43名参加）

○母子保健コーディネーター等の人材育成

　　・母子保健コーディネーター研修会の開催

　　　（19／34市町村等44名参加）

　　・総合相談窓口機能強化のためのスキルアップ研修会

      開催

　　　（13／34市町村等30名参加）

＜評価・課題＞
【基本型・特定型】

・四万十市が今年度から事業を開始
・また、県独自の補助金の「利用者支援専門
員育成事業」を活用し、香南市が令和4年10
月から事業を実施

【母子保健型】
・全市町村に子育て世代包括支援センターが
設置され、妊娠早期から支援する体制の整
備が一定進んだ

＜今後の取組み＞
【基本型・特定型】
・地域子育て支援センター（地域子育て支援
拠点）の利用者数が多い市部を中心に、「利
用者支援事業（基本型）」の専任職員を新た
に配置する自治体を支援

【母子保健型】

・出産子育て応援交付金を通じた伴走型相談

支援の強化

・子育て世代包括支援センターの機能強化に

向けて、母子保健コーディネーターや保健師

等のアセスメント力の強化や支援力の向上を

目的とした研修会等を実施

資料３



②地域子育て支援拠点事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【子育て支援課】

　拠点の機能強化を図るとともに、身近な

地域での子育て支援の場を拡充します。

事業の概要

評価・課題、今後の取組み（C・A)計画期間内（Ｒ２～Ｒ６）に目指す姿（P) 実施状況（D) （Ｒ５年１月末現在）

2

　乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との
連絡調整等を行う事業です。
　　　①子育て親子の交流の場の提供と交流促進　　②子育て等に関する相談、援助の実施
　　　③地域の子育て関連情報の提供　　　　　　　　　 ④子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以上） 

◎地域子育て支援拠点の設置か所数

【令和４年度における具体的な目標値】
25市町村１広域連合50か所

【令和６年度目標値】
25市町村１広域連合52か所　　

　　

◆地域子育て支援センターの設置
　設置状況：25市町村1広域連合　50か所（うち休止中2か所）
 　・国交付金を活用した支援（44か所（22市町村））
   ・国基準に満たない小規模な拠点を支援（2か所（1町村1広域連合））

 　・利用者数　70,006人　・相談件数　7,744件　（R4.9月）

◆妊娠期からの利用や両親の育児参画を推進する取組
　　・地域子育て支援センター等機能強化事業費補助金の活用
　　　　⇒12市町村１広域連合

◆住民主体の子育て支援サービスの充実
　　・子育て交流会の開催：6/26（32名参加）9/3（8名参加）
　　・地域の子育て支援者のネットワークづくりを目指し、高知市
　　　（江ノ口地区）、いの町、黒潮町で子育て支援者の交流会を
　　　実施
　　・子育て家庭が参加するイベントや交流会を実施
　　　　　　　（11/23黒潮町：27人、11/27高知市：約70人参加）
　

◆拠点職員等の資質向上のための研修等の実施
　 子育て支援員認定者：　543名
　　・現任者研修　（10/25：23名、12/2：18名）

・子育て支援員研修（地域子育て支援拠点事業）R4：84名認定
・機能強化アドバイザーの派遣（高知市、香南市予定）

◆「高知版ネウボラ」の取組の推進
　　・市町村合同ヒアリングの実施　（６～９月に全市町村実施）

◆子育て支援サービスの認知度向上
　　・若い世代に広く浸透しているSNSを活用し、地域子育て支援セン
　　　ター等市町村の子育て支援の取組などを動画で発信するデジタ
　　　ルプロモーションを実施。（10月～）

＜評価・課題＞
・地域子育て支援センター（地域子育て支援拠点）の
利用者はコロナ禍により減少しているが相談件数は
増加しており、育児不安を抱える子育て家庭の孤立
化が懸念

・地域子育て支援センターの更なる利用促進が必要

・母子保健担当部署等との連携強化が必要

＜今後の取組み＞
・育児不安の解消や孤立防止に向けて、子育てピア
サポーターの配置による敷居の低い相談体制の構
築や、地域ボランティアの拡大など住民参加型の子
育て支援を推進

・妊娠期からの利用や両親の育児参画を支援し、地
域子育て支援センターの利用を拡大
　　
・子育てサークル等と地域子育て支援センターなど、
地域における子育て支援活動のネットワーク化につ
ながる取り組みを支援

・地域子育て支援センターの機能強化に向けて、希
望する市町村にアドバイザーを派遣



③妊婦健康診査             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業の概要

評価・課題、今後の取組み（C・A)実施状況（D) （Ｒ５年１月末現在）計画期間内（Ｒ２～Ｒ６）に目指す姿（P)
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　妊婦健康診査の実施に係る市町村の

負担を軽減するための支援及び妊婦自

身の主体的な健康管理のための啓発を

引き続き行い、妊娠初期から出産までに

正期産（妊娠37 週～41 週）の場合で概

ね14 回の定期的な健診を受診している

妊婦の増加と未受診のまま出産に至る

方の減少を図ります。

　母体や胎児の健康確保を図るため、妊婦に対して、ａ妊娠週数に応じた問診、診察等による健康状態の把握、ｂ検査計測、ｃ保健指導を実施するととも

に、妊娠期間をとおして適時に、必要に応じた医学的検査を実施する事業です。

　母子健康手帳交付時に併せて交付される妊婦健康診査の受診券（公費負担14回分）により、「標準的な妊婦健診のスケジュール」に示される妊娠初期

～23週、24週～35週、36週～出産までといった各期間毎の望ましい時期に必要に応じた医学的な検査等を実施しています。

◎妊娠11週以下での妊娠届率

【令和４年度における具体的な目標値】
　全国水準の維持
　・R元年度　94.2%（全国　93.5%）　　
　・R2年度　  94.9%（全国　94.6%）
　・R3年度　  94.8%（速報値）
【令和６年度目標値】
　　全国水準の維持

【医療政策課】【子育て支援課】

◆妊娠中の健康管理の重要性の啓発

　○妊婦自身の主体的な健康管理意識の啓発　

　　・母子健康手帳別冊「お母さんと赤ちゃんのための
　　　サポートブック」作成・配布（市町村）

　　・「妊婦健康診査を受けましょう」チラシの作成、配布
　　　（医療機関・市町村）

　○思春期からの意識の啓発

 　 ・思春期ハンドブック配布（高等学校等）

　　
◆本県独自の検査項目追加による早産防止を目的とした医

   学的管理の徹底

　・妊娠初期の腟分泌物の細菌検査
　　　県内全市町村で実施

　・妊娠中期の子宮頸管長の測定
　　　県内全市町村で実施

◆母子保健事業従事者の資質の向上

・市町村等の母子保健従事者を対象とした「母子保健指導者
研修会」の実施

＜評価・課題＞

・妊娠満20週以降の妊娠届出率は0.70％（う

ち分娩後２人）（R３年度速報値）と、前年度

（0.81％）と比べて0.11ポイント減少

・早産防止対策の取組により、早産による未

  熟性が原因である乳児死亡は減少傾向に

  あるが、更なる徹底を図るため、早産防止　

　対策評価検討会において取り組みの評

　価を行う。

・思春期や若い世代等への正しい知識の

  情報提供による健全な心と身体づくりが

  必要。

　＜今後の取組み＞

・妊娠中の健康管理の重要性の啓発

・本県独自の検査項目追加の継続

・周産期医療や母子保健事業従事者の資質 

向上のための研修会の開催



④乳児家庭全戸訪問事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【子ども家庭課】

事業の概要

評価・課題、今後の取組み（C・A)実施状況（D) （Ｒ５年１月末現在）計画期間内（Ｒ２～Ｒ６）に目指す姿（P)
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　生後４カ月までの乳児のいる全ての家庭を訪問することにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の
把握を行うほか、養育について相談に応じ、助言その他の援助を行う事業です。
　　（支援内容）
　　　・育児に関する不安や悩みの傾聴、相談　　　　　　　　　　　　 　・子育て支援に関する情報提供

　　　・乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握　　・支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整

　５年後も全市町村における全戸訪問が

引き続き実施されているとともに、支援の

必要な家庭の把握と適切な支援につな

げることのできる訪問者を育成します。

実施状況：県内全市町村

　◆事業を実施する市町村に対する財政的支援

　　・地域子ども・子育て支援事業費補助金交付市町村

　　　（20市町村）

　　・補助金の交付を受けずに母子保健法に基づく訪問指導等
と併せて実施している町村（14町村）

◆市町村職員等を対象とした研修等の実施（延べ290名）

　　○基礎研修（第１回：6/1：57名）
　　　・子ども家庭相談援助制度及び実施体制等

　　○管理職等（幹部職員）研修（6/24：49名）
　　　・管理職による進捗管理、法制度の理解等

　　○基礎研修（第２回：7/8,15：45名）
　　　・調査と記録等について

　　○基礎研修（第３回：8/19,26：35名）
　　　・通告受理と家庭訪問等について

　　○アセスメント研修（第１回：10/14,28：37名）

　　　・家族理解のためのアセスメント等

　　○アセスメント研修（第２回：11/11,25：33名）

　　　・マネジメント・支援プラン作成・多機関連携等

　　○応用研修（第１回：11/16：15名）
　　　・子ども虐待事例のケースマネジメント

　　○アセスメント研修（第３回：12/9,1/27：33名）

　　　・DV・性的虐待・ヤングケアラーの留意点とアセスメント

　　○応用研修（第２回：12/14：21名）
　　　・虐待が子どもに与える心理・行動的影響

＜評価・課題＞
・支援が必要と判断される家庭の把握や養育
支援訪問事業をはじめとしたサービスの提供
等、早期の養育環境の改善に向けた訪問者
の人材育成及び資質向上が必要
　
＜今後の取組み＞
・当該補助金の交付を受けず、母子保健法に
基づく訪問指導等と併せて実施している町
村への補助金活用に向けた支援

・市町村職員（母子保健担当部署の職員を含
　む）等を対象とした研修等を実施し、訪問者
　の人材育成及び資質向上に取り組む市町
　村を支援

　



⑤-1 養育支援訪問事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【子ども家庭課】

事業の概要

評価・課題、今後の取組み（C・A)実施状況（D) （Ｒ５年１月末現在）計画期間内（Ｒ２～Ｒ６）に目指す姿（P)
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養育支援が特に必要な家庭に対して､その居宅を訪問し､養育に関する指導・助言等を行うことにより､当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。
　　（家庭訪問の内容）
　　　・妊娠期から継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談・支援
　　　・出産後間もない時期（概ね1 年程度）の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援
　　　・不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や児童の発達保障等のための相談・支援

　　　・児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援

　養育支援が特に必要な家庭に対する指

導・助言と育児等に関する援助につなげ

ることのできる訪問者を育成します。

実施状況：34市町村

　◆事を業実施する市町村に対する財政的な支援
　　・地域子ども・子育て支援事業費補助金交付市町村
　　　（17市町村）
　　・補助金の交付を受けずに母子保健法に基づく訪問指導等

と併せて実施している町村（17町村）

　◆市町村職員等を対象とした研修等の実施（延べ290名）

　　○基礎研修（第１回：6/1：57名）
　　　・子ども家庭相談援助制度及び実施体制等

　　○管理職等（幹部職員）研修（6/24：49名）
　　　・管理職による進捗管理、法制度の理解等

　　○基礎研修（第２回：7/8,15：45名）
　　　・調査と記録等について

　　○基礎研修（第３回：8/19,26：35名）
　　　・通告受理と家庭訪問等について

　　○アセスメント研修（第１回：10/14,28：37名）

　　　・家族理解のためのアセスメント等

　　○アセスメント研修（第２回：11/11,25：33名）

　　　・マネジメント・支援プラン作成・多機関連携等

　　○応用研修（第１回：11/16：15名）
　　　・子ども虐待事例のケースマネジメント

　　○アセスメント研修（第３回：12/9,1/27：33名）

　　　・DV・性的虐待・ヤングケアラーの留意点とアセスメント

　　○応用研修（第２回：12/14：21名）
　　　・虐待が子どもに与える心理・行動的影響

＜評価・課題＞
・個々の家庭の抱える課題や養育上の諸問
題の解決、負担の軽減に向けて、訪問者の
人材育成や資質向上の取組を継続して行う
ことが必要

＜今後の取組み＞

・当該補助金の交付を受けず、母子保健法に
基づく訪問指導等と併せて実施している町
村への補助金活用に向けた支援

・市町村職員（母子保健担当部署の職員を含
　む）等を対象とした研修等を実施し、訪問者
　の人材育成及び資質向上に取り組む市町
　村を支援



⑤-2 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【子ども家庭課】

事業の概要

評価・課題、今後の取組み（C・A)実施状況（D) （Ｒ５年１月末現在）計画期間内（Ｒ２～Ｒ６）に目指す姿（P)

6

　市町村において、子どもを守る地域ネットワークである要保護児童対策地域協議会の調整機関の職員や地域ネットワークを構成する関係機関等の専
門性強化及び関係機関等の連携強化を図るとともに、地域ネットワークと訪問事業が連携を図り、児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応につなげる
事業です。

　関係機関の連携のもと、地域の中で要

保護児童の早期発見と、きめ細かな対応

が行えるよう、要保護児童対策地域協議

会の活動の一層の強化を図ります。

　

要保護児童対策地域協議会の設置状況：全市町村

　◆要保護児童地域対策協議会の機能強化に取り組む
　　市町村に対する財政支援

　　・地域子ども・子育て支援事業費補助金交付市町村
　　　（5市町）

　◆市町村職員等を対象とした研修等の実施（延べ290名）

　　○基礎研修（第１回：6/1：57名）
　　　・子ども家庭相談援助制度及び実施体制等

　　○管理職等（幹部職員）研修（6/24：49名）
　　　・管理職による進捗管理、法制度の理解等

　　○基礎研修（第２回：7/8,15：45名）
　　　・調査と記録等について

　　○基礎研修（第３回：8/19,26：35名）
　　　・通告受理と家庭訪問等について

　　○アセスメント研修（第１回：10/14,28：37名）

　　　・家族理解のためのアセスメント等

　　○アセスメント研修（第２回：11/11,25：33名）

　　　・マネジメント・支援プラン作成・多機関連携等

　　○応用研修（第１回：11/16：15名）
　　　・子ども虐待事例のケースマネジメント

　　○アセスメント研修（第３回：12/9,1/27：33名）

　　　・DV・性的虐待・ヤングケアラーの留意点とアセスメント

　　○応用研修（第２回：12/14：21名）
　　　・虐待が子どもに与える心理・行動的影響

＜評価・課題＞

・調整業務を兼務で担っている市町村もあり、
　早期発見・早期対応や在宅ケースの継続支
　援を適切に実施するための、基本的な業務　　
　スキルや、専門性の向上が必要。

＜今後の取組み＞
・要保護児童地域対策協議会の機能強化 
  に取り組む市町村に対する財政的な支援
  の継続

・児童相談所等による市町村職員等を対象
　とした実践的な研修や対応ケース、組織的
　対応についての助言指導などによる資質向
　上及び要保護児童対策地域協議会の機能
　強化に向けた支援の実施

・子ども家庭総合支援拠点の設置に取り組む
市町村に対する財政的な支援の実施



⑥子育て短期支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業の概要

評価・課題、今後の取組み（C・A)実施状況（D) （Ｒ５年１月末現在）計画期間内（Ｒ２～Ｒ６）に目指す姿（P)
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保護者の疾病等の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合に児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業です。
　　【短期入所生活援助（ショートステイ）事業】
　　　・保護者が、疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合などに、児童養護施設など保護を適　　　
　　　 切に行うことができる施設において、児童の養育・保護を行う。（原則として７日以内）
     【夜間養護等（トワイライトステイ）事業】
        ・保護者が、仕事その他の理由により、平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合等、その他の緊急の場合に、児童養護施設など保護を 
          適切に行うことができる施設において、児童を預かる（宿泊可）

　全市町村で、必要に応じて利用できる

体制を実現します。

【子ども家庭課】

＜評価・課題＞

・近隣に実施施設のない市町村への対応とし
て、一時預かり事業などの実施状況や、当該
事業の各市町村におけるニーズ量等も踏まえ
たうえで、事業の実施に向けて取り組む市町
村への支援を行うことが必要

＜今後の取組み＞
・当該事業を実施する市町村に対し、財政的
　な支援を継続

・近隣に児童養護施設等がない市町村に対し

　て里親の活用による実施の働きかけ

・委託先である児童養護施設等での受け入れ

  が困難な場合に備え、里親の活用を促進し、

　保護者の必要に応じた受け入れ体制の確保

実施状況：ショートステイ　　　　20市町村
　　　　　　　トワイライトステイ　 １市（高知市）

　◆市町村に対する財政支援
　　・地域子ども・子育て支援事業費補助金交付市町村
　　　（20市町）
　　　　 「R3実績」
　　　　　・ショートステイ
　　　　　　　延べ日数：124日
　　　　　　　（うち児童の付き添いの実施：0日）

　　　　　・トワイライトステイ
　　　　　　　延べ日数：0日

　◆受け入れが可能な施設等の状況：17施設＋38組

　　・乳児院：１施設（高知市）

　　・児童養護施設：８施設（高知市･香南市･香美市・四万十市･ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　佐川町）

　　・母子生活支援施設：２施設（高知市･安芸市）

　　・ファミリーホーム：６施設（高知市・安芸市・四万十市・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香美市・本山町）

　　・里親：38組

　◆事業未実施の市町村への働きかけ

　　・事業未実施の市町村に対し、市町村訪問等により事業に　
　　向けた働きかけ



⑦ファミリー・サポート・センター事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【子育て支援課】

事業の概要

評価・課題、今後の取組み（C・A)実施状況（D) （Ｒ５年１月末現在）計画期間内（Ｒ２～Ｒ６）に目指す姿（P)
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乳幼児や小学生等の児童の子育て中の保護者を会員として、児童の預かりなどの援助を受けることを希望する方と、当該援助を行うことを希望する方との相互援助
活動に関して、連絡・調整を行う事業です。
【交付対象となる事業（会員数２０人以上）】
・提供会員及び利用会員の募集、登録、その他会員組織業務　　・相互援助活動の調整等（事故が発生した場合に、円満な解決に向け会員間の連絡等を行うことを含む）　　
・相互援助に必要な知識に関する講習会の開催
【利用できるサービスの内容】　
・保育所、幼稚園、認定こども園等の送り・迎え、登園前・帰宅後の預かり　　・放課後児童クラブへの登校前・終了後の預かり 　・習い事への送迎等

　事業の拡大や充実に向けて、引き続き

業務内容の周知啓発活動を行うとともに、

保育所等と連携した制度の周知や会員

の掘り起こし、提供会員となるための講

習会の受講機会拡大を図る支援を行い、

R６年度末には提供会員数（両方会員含

む）が1,200人となることを目指して取り組

みます。

◎提供会員数
【令和４年度における具体的な目標値】
　　950人以上

【令和６年度目標値】

　　1,200人以上
　　

　　

実施状況：県内１３市町
　（高知市・安芸市・南国市・須崎市・四万十市・香南市・
    香美市・いの町・仁淀川町・佐川町・四万十町・大月町
   ・土佐清水市）

 うち、病児・緊急対応強化事業実施：３市町

　（四万十市・仁淀川町・土佐清水市）

提供会員数　　940人（R4.12）

◆運営費補助
・国の交付金に加えて、本県独自の取組加算により運営を
支援

◆会員の増加に向けたセンターのPRと研修の実施
・県の広報媒体による広報の実施（ラジオ、広報誌等）
・啓発リーフレットの配布
・提供会員になるために必要な研修を県主催で実施
　子育て支援員研修　　　　　　　　　　　　41名認定
・若い世代に広く浸透しているSNSを活用し、市町村の子育
て支援の取組（ファミリー・サポート・センター等）を動画で発
信するデジタルプロモーションを実施。（10月～）

〈評価・課題〉

・提供会員の全体数は増加傾向だが、会員　　　
の確保が困難な自治体もあり、会員確保につ
ながる支援が必要

・事業実施市町村数が少ない

・小規模な自治体のセンター開設支援が必要

〈今後の取組み〉

・近隣市町村による提供会員講習の広域受
講を進める取組を支援

・保育所・幼稚園等と連携した制度の周知や
会員の掘り起こし

・啓発リーフレットの配布、イベント出展、CM
放送等による広報

・県及び市町村広報誌等による会員募集の
PR

・未実施市町村への働きかけ

・小規模な自治体における設置を促進するた
め20人未満での開設を支援



⑧一時預かり事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【幼保支援課】

事業の概要

評価・課題、今後の取組み（C・A)実施状況（D) （Ｒ５年１月末現在）計画期間内（Ｒ２～Ｒ６）に目指す姿（P)
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　保育所・認定こども園等の教育・保育施
設を利用していない保護者にとっては必
要な事業ですが、市町村によっては未就
園児家庭が少ない状況もみられるため、
市町村のニーズに応じて事業実施を支
援します。

　幼稚園・認定こども園における１号認定
の幼児についても、利用可能となるよう
財政支援を行いながら、すべての幼稚
園・認定こども園での実施を支援します。

　休日・祝祭日に実施する施設について
もニーズに応じて増やしていきます。

実施状況：　　　 一般型　　　19市町40か所
　　　　　　　余裕活用型　　　 11市町40か所
　　　　　　　　 幼稚園型　　　51園（幼稚園及び認定こども園）

　
　　　　　　　　　　　　合計：25市町村110か所

◆市町村に対する助言・指導、財政支援
　　（※本事業は市町村の委託又は補助事業）

　・地域子ども・子育て支援事業費補助金交付市町村

　　（19市町村）
　　　　　　〈内訳〉

　　　　　　　 一般型　　　　15市町  　 32か所
　　　　　　　余裕活用  　　 ５市町  　 16か所
　　　　　　　幼稚園型　  　10市町村　26か所

　
◆事業の担い手確保
　・子育て支援員研修（一時預かり）の実施　　43名修了
　　　

◆一時預かり事業の実施場所、利用方法等の情報提供、
　　周知

　・HP などを活用した情報公表

【令和４年度における具体的な目標値】

　　　２６市町村１１０ヶ所

【令和６年度目標値】

　　　２６市町村１１０か所

　　

＜評価・課題＞

• 事業の実施箇所数は、目標達成に向け順
調に推移している状況。

＜今後の取組み＞

• 引き続き国庫補助事業による財政支援に
取り組むとともに、事業実施に必要な人材
を確保するため、保育や子育て支援分野
の各事業等に従事できる「子育て支援員」
の認定研修を実施する。

家庭で保育が一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間において、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点やその他の場所で一時的に預かり、
必要な保護を行う事業です。第２種社会福祉事業として位置づけられ、新制度においては４つの事業類型があります。
①一 般 型：保育所や地域子育て支援拠点などにおいて、乳幼児を預かる事業
②余裕活用型：保育所や認定こども園等で利用定員に達していない場合に、乳幼児を定員まで受け入れる事業
③幼稚園型：幼稚園又は認定こども園において、１号認定の在籍園児の教育標準時間以上の利用の実施 （園児以外の子どもの一時預かりも併せて実施可能）

④訪問型：児童の居宅において実施 （特に支援が必要な児童を想定）



⑨延長保育事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【幼保支援課】

事業の概要

評価・課題、今後の取組み（C・A)実施状況（D) （Ｒ５年１月末現在）計画期間内（Ｒ２～Ｒ６）に目指す姿（P)
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保育の必要性の認定を受けた子どもについて、やむを得ない理由により通常の利用日及び利用時間帯以外において、認定こども園や保育所等で保育を
実施する事業です。２つの事業類型に応じた事業の実施が可能です。

①一般型：保育認定を受けた子どもが、通常の利用日や利用時間以外の日、時間において、保育所等で保育を実施する事業

②訪問型：居宅訪問型保育事業を利用する児童が利用できる時間を超える場合や保育所等における延長保育の利用児童数が１名となった場合に、児童の居宅に訪問
　　　　　　　して行う事業

　働きながら子育てを担う女性が多い本
県の実情を踏まえ、保育所や認定こども
園等で行う延長保育事業の実施を支援し
ます。

　急な残業など、突発的な事由によって
延長保育が必要になる場合など、施設で
は対応しきれない延長保育については、
ファミリー・サポート・センター等の活用の
検討も併せて実施します。　

実施状況（開所時間11 時間を超える施設）： 14市町村143か所
（内訳）
　・保育所：14 市町村101か所

　・幼稚園（認定こども園除く）：１村１か所
　・認定こども園：４市24か所
　・地域型保育事業所：４市17か所

◆市町村に対する助言・指導、財政支援
　　（※本事業は市町村の委託又は補助事業）

　・地域子ども・子育て支援事業費補助金交付市町村

　　（12市町村）

＜評価・課題＞

• 事業の実施箇所数は、目標達成に向け順
調に推移している状況。

＜今後の取組み＞

• 引き続き国庫補助事業による財政支援に
取り組むとともに、事業実施に必要な人材
を確保するため、保育や子育て支援分野
の各事業等に従事できる「子育て支援員」
の認定研修を実施する。

【令和４年度における具体的な目標値】

　　　１４市町村１４０か所

【令和６年度目標値】

　　　１４市町村１４０か所



⑩病児保育事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【幼保支援課】

事業の概要

11

　働きながら子育てを担う女性が多い本

県の実情を踏まえ、保護者が安心して子

育てできるよう、県としても多面的な支援

を行います。

計画期間内（Ｒ２～Ｒ６）に目指す姿（P)

◆実施状況：

・病児・病後児対応型実施か所数（非施設型を含む）：

　　９市町村21か所
・体調不良児対応型：６市町76か所

　　

　　　　　　
◆市町村に対する助言・指導、財政支援
　　（※本事業は市町村の委託又は補助事業）
　・地域子ども・子育て支援事業費補助金交付市町村
　　（11市町村）

実施状況（D) （Ｒ５年１月末現在）

＜評価・課題＞

事業の実施箇所数は、目標達成に向け順調
に推移している状況。

＜今後の取組み＞
（病児・病後児対応型）

小児科医の不足や時期によって利用者が大
きく増減するため安定的な経営が難しい面が
課題となっているが、国の補助単価は大幅に
増額していることから引き続き財政支援に取
り組むとともに、事業の従事に必要な研修を
実施する。

（体調不良児型）

保護者のニーズが非常に高い事業であり、国
の補助単価は大幅に増額していることから引
き続き財政支援に取り組むとともに、事業の
従事に必要な研修を実施する。

評価・課題、今後の取組み（C・A)

【令和４年度における具体的な目標値】

　　病児・病後児対応型実施か所数
　　　（非施設型を含む）
　　　１０市町村２５か所
　　体調不良児対応型の実施か所数
　　　５市７０か所
　　

【令和６年度目標値】

　　病児・病後児対応型実施か所数
　　　（非施設型を含む）
　　　１０市町村２５か所
　　体調不良児対応型の実施か所数
　　　５市７０か所

　　

　保育を必要としている乳幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童であって、疾病にかかってい
るもの又は、病気の回復期ではあるものの集団保育が困難と認められるものを、病院や保育所等に付設された専門スペースにおいて、看護師等が一時的に保育を実施する事業です。
国及び都道府県以外の者が事業を実施する場合は、予め都道府県知事に届け出る必要があります。平成27 年度以降は、３つの事業類型の事業の実施が可能です。
①病児・病後児対応型：病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育を実施
②体調不良児対応型：児童が保育中に微熱を出すなど「体調不良」となった場合において、安心かつ安全な体制を確保することで、保育所における緊急的な対応などを図る

③非施設型（訪問型）：地域の病児・病後児について、看護師等が保護者の自宅を訪問し、一時的に保育を実施

市町村 病児対応型 病後児対応型 非施設型 体調不良児型

高知市 １０ ２ ６３

安芸市 １

南国市 ２ ２

須崎市 １

四万十市 ３

香南市 １ ５

香美市 ２

芸西村 １

いの町 １

佐川町 １

日高村 １

大月町 １

合計 12 ９ 76



⑪放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【生涯学習課】

　

　放課後等の子どもたちの安全・安心な
居場所づくりのため、放課後児童クラブ
や放課後子ども教室の設置を促進します。

　全ての子どもたちが放課後に、より安全
で健やかに過ごせるよう、学校と地域、家
庭が連携し、地域ぐるみで子どもの育ち
を支援する体制づくりを推進します。

　新・放課後子ども総合プランに沿った
「放課後学びの場（子どもたちの学習習
慣の定着や学ぶ意欲の向上につながる
学習活動の場）」の取組を推進し、全ての
子どもたちが放課後に様々な学習や体
験・交流活動ができるよう、市町村の取
組を支援します。

事業の概要

設置数（うち高知市）：放課後児童クラブ　186か所（90か所）
　　　　　　　　　　　　　 放課後子ども教室　142か所（41か所）
放課後児童クラブ又は放課後子ども教室の実施校率：
　　　　　　　　　　　　　　97.3％の見込　

避難訓練の実施：　　　　97.8％
防災マニュアルの作成： 97.8％

学校との定期的な連絡：96.3％
学習支援の実施：　　　　97.2％
                      　　　　※Ｒ４取組状況調査結果

◆市町村への運営にかかる財政支援

◆放課後児童支援員認定資格研修の実施　58名受講

◆子育て支援員研修（放課後児童コース）の実施　76名修了

◆放課後児童クラブや放課後子ども教室等に従事する方の

　 合同研修の実施（防災106名、発達障害理解第１回理解　

　 編129名・第２回対応編118名、実践発表会105名参加）

◆学び場人材バンクによる支援

　　人材のマッチング件数157件　出前講座実施回数113回

◆市町村が保護者利用料を減免した場合の助成（県1/2）

◆市町村が特別な配慮を必要とする児童のための支援者を

　配置（発達障害児支援）した場合の助成（県1/2）

◆放課後児童クラブの新設や専用区画の面積の拡充など、

　ニーズ量に基づく整備への財政支援

◆年1回の市町村ヒアリングや取組状況調査等を通じた助言

　 など

＜評価・課題＞
・ 全小学校区の97.3％（181校/186校）で放課

　後児童クラブ又は放課後子ども教室を実施。
・ 放課後児童クラブ・放課後子ども教室の活
　動内容に差があり、充実した活動事例の共
　有や、特別な支援が必要な児童の受け入
　れに伴う専門知識・技能の向上などが求め
　られる。
・従事者の人材育成・人材確保が必要。
・ 厳しい環境にある子どもも放課後児童クラ
　ブを利用しやすい環境整備が必要。

＜今後の取組み＞

・ 市町村に対する運営等補助といった財政支
　援や、市町村ヒアリング、取組状況調査など
　を踏まえた関係機関との情報共有やアドバ
　イスを継続していく。

・ コロナ禍であっても、従事者を対象とした研
　修の機会を確保するため、ＩＣＴを活用し参
　加しやすい環境を整備していく。

評価・課題、今後の取組み（C・A)実施状況（D) （Ｒ５年１月末現在）計画期間内（Ｒ２～Ｒ６）に目指す姿（P)
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　労働等により昼間保護者が家庭にいない小学生児童を対象として、放課後や長期休業時などに、小学校の余裕教室等を利用して適切な遊びや生活の場を提供し、そ
の健全な育成を図る事業です。
　国の省令に基づき、市町村が放課後児童クラブの設備や運営に関する基準を条例で定めます。
　
　放課後児童クラブの開所日数と時間については、年間250日以上、授業の休業日は１日８時間以上、授業の休業日以外は１日３時間以上を原則に、保護者や地域の状況等を考慮して、
事業所ごとに定める

【令和４年度における具体的な目標値】
　放課後児童クラブ又は放課後子ども教室
の実施校率　97.3％以上
　避難訓練の実施　100％
　防災マニュアルの作成　100％
　学校との定期的な連絡　81％以上
　学習支援の実施　100％

【令和６年度目標値】
　放課後児童クラブ又は放課後子ども教室
の実施校率　100％
　避難訓練の実施　100％
　防災マニュアルの作成　100％
　学校との定期的な連絡　90％
　学習支援の実施　100％



⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【幼保支援課】

　低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、保護者が支払うべき実費徴収に係
る費用等の一部を助成する事業。

　
　①日用品・文房具等に要する費用 対象：生活保護世帯（第１階層）
　②副食材料費に要する費用 対象：新制度に移行していない幼稚園の低所得世帯（第１～３階層）及び第３子以降

　　

• 各市町村のニーズ量や実施の意向を踏
まえて、必要に応じて支援する。

事業の概要

　実施状況
　　　①日用品・文房具等に要する費用　３市町９８か所

　　　②副食材料費に要する費用　　　　　３市４か所　　

• 事業の周知を行いながら、引き続き市町
村の実施を支援していく。

評価・課題、今後の取組み（C・A)実施状況（D）（Ｒ５年１月末現在）計画期間内（Ｒ２～Ｒ６）に目指す姿（P)
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⑬多様な事業者の参入促進・能力活用事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　地域の教育・保育需要に沿った教育・保育施設、地域子ども・子育て支援事業の量的拡大を進めるうえで、多様な事業者の新規参入を支援するほか、
私立認定こども園における特別な支援が必要な子どもの受入れ体制を構築する事業。

　①新規参入施設等への巡回支援
　　 市町村が新規参入事業者に対して、保育士ＯＢなど事業経験のある者を活用した巡回支援等を行う。
　②認定こども園特別支援教育・保育経費
　　　健康面や発達面において特別な支援が必要な子どもを受け入れる私立認定こども園の設置者に対して、職員の加配に必要な費用の一部を補助する。
　

　

• 各市町村のニーズ量や実施の意向を踏
まえて、必要に応じて支援する。

事業の概要

　実施状況　　２市２か所 • 事業の周知を行いながら、引き続き市町
村の実施を支援していく。

評価・課題、今後の取組み（C・A)実施状況（D） （Ｒ５年１月末現在）計画期間内（Ｒ２～Ｒ６）に目指す姿（P)


